
札幌市特定建築物衛生指導要綱（平成 9 年 3 月 24 日生活衛生担当部長決裁）（新旧対照表） 

改 正 前 改 正 後 備考 

第１条～第３条 １ （略） 

 

第３条２ 

特定建築物所有者等は、井水等が水質基準に関する省令（平成

１５年厚生労働省令第１０１号）の表の上欄に掲げる項目の

うち、１４の項から２０の項に規定する物質が環境基準を超

過している地域においては、飲料水は水道水を使用するよう

努めるものとする。 

 

第４条～第１１条 （略） 

 

附 則（平成９年４月１日～令和７年４月８日） （略） 

                             

 

 

 

 

様式１－１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第３条 １ （略） 

 

第３条２ 

特定建築物所有者等は、井水等が水質基準に関する省令（平成

１５年厚生労働省令第１０１号）の表の上欄に掲げる項目の

うち、１４の項から１９の項及び２１の項に規定する物質が

環境基準を超過している地域においては、飲料水は水道水を

使用するよう努めるものとする。 

 

第４条～第１１条 （略） 

 

附 則（平成９年４月１日～令和７年４月８日） （略） 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

                                                     

 

様式１－１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



改 正 前 改 正 後 備考 

構造設備の概要 

特定建築物審査項目（給水設備） 

 

構造設備の概要 

特定建築物審査項目（給水設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査項

目数の修正 

（51→52） 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



改 正 前 改 正 後 備考 

添付書類一覧 

 

様式１－２～１１（略） 

 

添付書類一覧 

 

様式１－２～１１（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質検査項

目の修正 

 

 

 

 

 
 


